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〇 まずは、自治体への20業務標準化支援に最優先で取り組みつつ、20業務以外の共通化すべきシステムについては、自治体のニーズを吸い上げ
つつ、共通化の必要性を見極めた上で、業務の性質や、既存システムの態様、共通化によるメリットの実現可能性に応じ、可能なものから移行。

〇 その際、共通化に取り組むシステムについては、各省庁の関与の下で進めるものや、地方公共団体間の協力を促すものが考えられるが、以下の
目指す共通化のパターンに沿って対応。

共通化を含めたシステム整備のパターン

緊急時対応等を主に想定

共通化

システムの
所有

自治体の
調達

国

構築される
システム数

メリット

システム
共通化
の手法

個別開発

事業者 自治体 自治体

開発・運用・保守契約 開発・運用・保守契約

国の仕様書 標準仕様書＋原則ガバ
クラ利用の基本契約

なし
※標準仕様書により

機能は共通

なし

• 自治体はシステムを
利用するだけで良い

• 自治体は数種類のシステム

から選んで、利用契約する

だけで良い

• 仕様書の作成が容易になる
• データ連携が容易になる
• ベンダーロックインに陥りに

くい

• 自治体ごとの個別ニーズ
に応じたカスタマイズを
行うことができる

課題
• 国の開発運用体制の確保

• 競争が働かない

• 未開拓市場では新規参入
を促す仕組みが必要

• 自治体によっては開発・
運用・保守のコストが大
きい

• 自治体が仕様書作成から
調達・開発・運用まです
べてやらねばならない。

• データ連携が困難

１ 参入事業者の数 最大1800 最大1800

利用契約なし

標準化

VRS 窓口DXSaaS 標準20業務
これまでの

自治体システムシステムの例

A B

共通化の基本形
とすることを想定

※都道府県が主導する共同調達の過程で域内自治体の業務の標準化が進み、
全国規模での共通化の素地が作られる動きも支援。
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〇 地方自治体の情報システムの現状やこれまでの取組を踏まえ、地方自治体の意見を丁寧に聞きながら、国・地方デジタル共通
基盤の整備・運用に関する基本方針を定め、当該基本方針に基づき、国と地方が連携する体制を構築、共通SaaSやDPIの活用を
推進。また、境界型防御のみに依拠した「三層の対策」を見直し、ゼロトラストアーキテクチャの考え方を導入。

国・地方デジタル共通基盤の整備・運用の推進

共通化に関連するこれまでの取組

○標準化の対象となる自治体情報システム

児童手当 戸籍 健康管理 生活保護

介護保険
個人・
法人
住民税

固定
資産税

住民基本
台帳

国民年金

就学

等

国・地方デジタル共通基盤の
整備・運用に関する基本方針

〇 現状や取組を踏まえ、策定

〇 共通化すべき業務・システムについては、
各省庁の関与の下で推進するものや、地
方自治体間の協力を促すものなどについて
検討しつつ判断基準を提示

〇 地方自治体と協議の上、共通化に取り
組む対象を選定

○中規模団体A市においては約120の情報システムを利用

○システム整備は、基本的には地方公共団体の負担で行

われるが、各省庁の補助金やデジ田交付金が活用されて

いる例もあり

○都道府県による共同調達

都道府県によるシステムの共同調達により、共通化が進められ

ている例も支援。 例）電子入札・電子調達システム、電子

申請・納付システム、施設予約システム 等

必要な後押し

（各省庁における所管分野の
業務見直しを含む）

地方自治体の情報システムの現状

○デジ田交付金（TYPE1・サービスカタログ等）の活用事例

○デジ田交付金TYPESの活用事例

交通 教育 介護
子育て・福
祉相談

防災

公共交通
医療・
健康・
子育て

教育 防災

図書館
データ

連携基盤
施設
利活用

市民
ポータル

窓口DX

選挙・
投票所
受付

必要に応じ、適切な管理な下、データ連携を実施

住所情報 事業者情報 不動産情報 …

○○○

･･･

個人認証・
署名アプリ

GビズID
電子署名

公金受取
口座

マイナ
ポータル

マイナンバーカード等

国民・事業者

国や地方自治体が活用できる共通SaaS

窓口DX
SaaS

給付
SaaS

国・地方デジタル共通基盤の将来的な実現イメージ

ベースレジストリ（共用データベース）

共通SaaS利用の前提となるデジタル公共インフラ
（DPI）

等

○○○ ○○○

○○○ ○○○ ○○○○○○ ○○○

国と地方が連携する体制

物理基盤（ネットワーク(※)・クラウド等）

…

（※）令和5年9月より「国・地方ネットワークの将来像及び実現シナリオに関す
る検討会」において検討が行われている。



今後の流れ
¸共通化対象候補について各府省庁は連絡協議会に協議の上、令和７年度共通化の対象を決定（R7.6）し、

共通化を推進（令和７年度以降も同様に推進）

¸「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」（令和６年６月に閣議決定）
に基づき、①国・地方間で連絡協議を行う会議体と②国側のDXを総合的に推進するための
体制を整備。

国・地方デジタル共通基盤の整備に向けて①
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国・地方の連絡協議の枠組

国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会

各府省庁DXの推進の枠組み

連携

デジタル庁 総務省自治行政局 地方３団体

各府省庁DX推進連絡会議

対応するための体制を整備

デジタル行財政改革会議

報告

現状に対する問題意識
• 急激な人口減少により、公共サービスの担い手が不足

• 約1,800の自治体がバラバラにシステムを調達

• DX担当職員が３名以下の自治体が55％（１名以下の自治体は17％）



基本方針※に基づき、地方の声を丁寧に聞きながら、地方自治体の業務・システムの共通化を推進するとともに、並行して、「共
同調達情報共有ダッシュボード」を令和７年２月に公開し、関係者間の情報共有を通じ、共同調達を推進。

※国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針（令和6年6月21日閣議決定）

（20の標準化対象事務）
住民基本台帳
印鑑登録
戸籍
戸籍の附票
選挙人名簿管理
固定資産税
個人住民税
法人住民税
軽自動車税

標準化 共同調達

・ 喫緊の課題である基幹業務システム（20

業務・システム）の標準化に引き続き注力。
・ 原則令和７年度までにガバメントクラウドを
活用した標準準拠システムへの円滑な移行
を目指す。

共通化

・ 基準に合致しないものも、都道府
県の共同調達による横展開の推進
等に取り組む。
・ 「共同調達情報共有ダッシュボード」
を令和７年2月に公開。

（ダッシュボード化するシステム例）
施設予約システム
ビジネスチャットツール
校務支援システム
AI議事録作成・音声文字起こしシステム など

引き続き注力する取組 新たな取組

・ （20業務以外にも）共通化すべき業務・システム
の基準（利用者起点や効果の見立て等）に合致するも
のは、共通化（国による標準仕様書の策定やシステムの整備）。
・ 効果・ニーズを踏まえ順次取り組み、分権提案と連
携し、来年度の候補選定に着手。

（公開する情報例）
個別情報システム別の取組状況
都道府県別の取組状況
個別の共同調達事例の詳細情報

就学
健康管理
児童扶養手当
生活保護
障害者福祉
介護保険
国民健康保険
後期高齢者医療
国民年金
児童手当
子ども・子育て支援

（令和7年度の共通化対象（R7.6決定分））
①入札参加資格審査
②環境法令に係る申請・届出
③建築確認等
④預貯金照会
⑤選挙結果に関する調査・報告
⑥ふるさと納税の返礼品確認
⑦国家資格等情報連携・活用
⑧経由調査
⑨事業者・自治体間の障害福祉関係手続
⑩重層的支援体制整備事業における相談記録
⑪行政データの匿名加工・統計データ化
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国・地方デジタル共通基盤の整備に向けて②



共通化候補（令和７年度選定分）案
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・ 基本方針に規定する３つの「当面の具体的視点」を踏まえ、当面の共通化の検討対象候補を以下のとおりとしてはどうか。
・ これらについて検討を進め、共通化候補（令和７年度選定分）となった業務システムの所管府省庁は、令和８年３月までに、実現可能性調査
等を行い、共通化推進方針案を作成し、国地方デジタル共通基盤推進連絡協議会に協議をすることを原則としてはどうか。
（※令和７年度中にサービスインを求めるものではないため留意が必要）

Ⅰ．データの可視化・活用による政策実施等の的確化
① 自治体からの照会事務の自動化などの国・地方AI共通サービス＜デジタル庁（総務省）＞ 【分権提案】

 ② ふるさと住民登録制度プラットフォーム＜総務省＞ 【府省庁からの提案】
 ③ 土木施設に関する住民からの通報等システム＜国土交通省＞ 【分権提案】

Ⅱ．デジタル化に伴う事業活動等の変容に即した行政手法の改革
   ④ 畜犬管理システム＜厚生労働省、環境省＞ 【分権提案】

⑤ 職務上請求システム＜法務省、総務省、デジタル庁（士業を所管する省庁）＞ 【分権提案】

⑥ 自動車臨時運行許可申請システム＜国土交通省（デジタル庁）＞ 【分権提案】

 ⑦ 納税証明書等の請求・交付システム＜総務省（デジタル庁）＞ 【分権提案】

Ⅲ．デジタルの活用により可能となる国・地方自治体関係の合理化

 (1) クラウドの活用による情報集約手法のフラット化
 ⑧ 住所・所在地情報管理システム＜デジタル庁（総務省）＞ 【分権提案】

 ⑨ 決算統計業務システム＜総務省＞【提案募集(R6)】

 ⑩ 幼稚園の被害状況等の情報収集・共有システム＜文部科学省（こども家庭庁）＞ 【分権提案】

 (2) システム共用化による国の制度改正への対応の即時化・省力化
⑪ 社会福祉施設等に対する指導検査業務のシステム＜デジタル庁及び東京都（指導検査業務等の制度所管省庁）＞  【共通化候補（R6選定分）】

 ⑫ 奨学給付金申請システム＜文部科学省（デジタル庁）＞ 【分権提案】



根拠法令 道路運送車両法第３４条

許可行政庁 地方運輸局長（最寄りの運輸支局長に委任）、市及び特別区の長並びに一部の町村の長

申請者 誰でも可能

目的 試運転、新規登録、新規検査、継続検査、その他の検査、その他特に必要がある場合

許可条件 許可を受けた自動車を許可証に記載された目的及び経路に従って運行すること

有効期間 ５日以内（長期間を要する回送の場合、その他特にやむを得ない場合は、この限りではない）

手数料 ７５０円／回

自動車は検査・登録を受け、自動車登録番号標、検査標章を表示し、自動車検査証を備え付けなければ
運行の用に供してはならないが、これらの運行要件の全部又は一部を満たしていない自動車であっても、行政
庁の許可により特例的に運行の用に供することを可能とする制度。

運輸支局長

市区町村長

【臨時運行許可の流れ】 【番号標様式】

①許可申請

③許可証返納
番号標返納

②許可証交付
   番号標貸与



（参考１:続）臨時運行許可申請の流れ

申請書の作成・提出

申請書の審査

許可証の作成

許可証の交付・番号標の貸与

《必要書類》
・自動車検査証等
・自動車損害賠償責任保険（共済）
・本人確認書面（自動車運転免許証、住民票、マイナンバーカード 等）

《審査内容》
・運行の目的・経路・期間の妥当性
・申請書に必要事項が記載されているか 等

・申請書の内容に沿って必要事項（有効期間等）を記載

許可証の交付・番号標の返却

・有効期限満了の５日後までに返却

許可を受けた目的・経路に従って運行

申請者

行政庁

行政庁

行政庁

申請者

令和６年度 令和５年度 令和４年度

市区町村 779,959件 748,429件 752,913件

〇臨時運行許可は主に市区町村の窓口において実施（※法定受託事務）され
ており、年間で７５万件前後の申請がなされている。（運輸支局における取
扱い実績は僅少）
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（参考２）土木施設に関する住民からの通報等システム
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※一宮市ホームページより抜粋

（参考２：続）土木施設に関する住民からの通報等システム
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（参考２：続）土木施設に関する住民からの通報等システム



地方公共団体の情報システムの共通化プロセスのイメージ
未定稿・取扱注意

2025

自治体
保有

システム

2026 2027 2028 2029 2030

標準化の取組を
引き続き推進

「基準」に
合致するものは
共通SaaS活用

を検討

システム更改に向けた準備標準化対応

デジタル庁による内製開発・仕様書作成

都道府県単位での共同調達を推進

共同調達が進んだものは全国レベルの共通化を検討

DX
SaaS

ⱱ
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╔

ⱱ ╓
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（ダッシュボードで取組状況を可視化・共有し取組を支援） 12

デジタル行財政改革会議プロジェクトの全国化

国・地方の合意に基づく共通化
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国・地方デジタル共通基盤推進連絡協議会において共通化対象を国・地方の合意の上で毎年決定
所管府省庁が共通化推進方針を策定し地方の合意を得て共通化の取組を進める

（令和７年度選定分）（令和７年度決定分）

都道府県が主導する共同調達案件数 R6：245件 Ґ R7：292件（＋47）
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֩ ֪

ꞌ ⱱ
᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

נּ
᷿ḁḎḨ

֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

טּ

┐
᷿ḁḎḨ
֩ ֪

ᴴ ᷿ḁḎḨ
֩ ֪

AIḉḫḋḐḤḋḐ
֩ ֪

ḛḀḕḁḉḫḋḐ
Ḍᴻḳ
֩ ֪

RPA
֩ ֪

AI ᴴ
וּ ᵲᵶ᷿ḁḎḨ

֩ ֪

AI - OCR
֩ ֪

ḣᴻḨḢᴻḀ᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

ḝᶶᶹḳ ᷿ḁḎḨ
֩ ֪

ᵊ יִ ᵋ

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

ᴴ ᷿ḁḎḨ

֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

LINE ᶷ᷀ᶻḻḐ
Ḍᴻḳ
֩ ֪

ᶿᴻḟḻḏᴻḇ
ḥᴻḇḳ᷊ᶹḐ

֩ ֪
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

ḩᴻḳḦ᷁Ḁḻ᷿ḁḎḨ
֩ ֪

╔ᶅ ⱱᶷḟḲ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

eḱᴻḓḻ᷅Ḍᴻḳ
֩ ֪

᷁ᶹḑ᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷅ḳᴻḟᶻᶼᶷ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ
֩ ֪

♥
᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷊ᴻḛḁ
֩ ֪

ᶿḻḱᶹḻ
᷿ḁḎḨ
֩ ֪

᷿ḁḎḨ G֩IS ֪
֩ ֪

╗ ᶨᵶ ╓═
ᴴ
᷿ḁḎḨ

᷿ḁḎḨ

᷊ᴻḛḁ

᷿ḁḎḨ

╓ ᷆ᶷ

᷿ḁḎḨ᷿ḁḎḨ

᷿ḁḎḨ

ḦᶹḒ᷀ᴻḑ

᷿ḁḎḨ
᷈ḻḛḓ
᷿ḁḎḨ ᷿ḁḎḨ

ḦᶹḒ᷀ᴻḑ
☼

ᶷḟḲ
᷂ḫḋ᷿ḭḴḁ

᷿ḁḎḨ
ᴴ

ICḉḋḟ

᷿ḁḎḨ
᷿ḁḎḨ

ᶔᶪᵴᶇ

᷿ḁḎḨ

ᶔᶪᵴᶇ

᷿ḁḎḨ

ᶔᶪᵴᶇ

Ḫḏḳ
᷈ᴻḁ ∏
᷿ḁḎḨ

ᴲ

᷿ḁḎḨ

᷿ḁḎḨ

יּ
ᴴ

╠ ᷿ḁḎḨ
ᴴ

᷿ḁḎḨ

ᴴ
ᴲ

ᴴ

᷿ḁḎḨ

שׁ
ᴴ סּ
᷿ḁḎḨ

ᶷḟḲ
᷿ḁḎḨ

זּ
◖
ᶷḟḲ

᷿ḁḎḨ

Ḧḻḣᴻḳ

᷿ḁḎḨ

זּ ᴲ
ᴲ┐

ᴲ
ᴲ ᴲ
᷿ḁḎḨ ᷿ḁḎḨ

☺
ᴴ

╪
ᴴ
᷿ḁḎḨ

╪
᷿ḁḎḨ

╔ לּ
᷿ḁḎḨ

╪
᷿ḁḎḨ

ᴴ
ḏᴻḇḡᴻḁ
Ᵽ ᷿ḁḎḨ

ᶍ
ḏᴻḇḡᴻḁ
Ᵽ ᷿ḁḎḨ

ᴴ
᷿ḁḎḨ ᷿ḁḎḨ

᷿ḁḎḨ

ᴲ
ᴲ

᷿ḁḎḨ
᷿ḁḎḨ᷿ḁḎḨ

ᴲ
Ḧḋḟᴲ

↨ ᶷḟḲ
᷿ḁḎḨ

╗
᷿ḁḎḨ

ᴴ
ᴴ

᷿ḁḎḨ

ᴴ
ᴲ
᷿ḁḎḨ

CAD᷿ḁḎḨ

לּ
ᴴ

᷿ḁḎḨ

ⱱ
᷿ḁḎḨ

ᴴ

᷿ḁḎḨ
ᶹḻḇᴻḕḋḐ

᷿ḁḎḨ᷿ḁḎḨ

סּ ᴲ

᷿ḁḎḨ

ᴴ

᷿ḁḎḨ ᷿ḁḎḨ

לּ
ᴴ

fi

᷿ḁḎḨ

╔ᶅ
ᶷḟḲ

᷿ḁḎḨ

ᵳᶞ

᷿ḁḎḨ

᷿ḁḎḨ

ᵰ

᷿ḁḎḨ

ᵳᶞ
ᶷḟḲ

טּ
┐ ᴴ
᷿ḁḎḨ

ᶽḕḳ᷃ᴻ
᷿ḁḎḨ

טּ ┼
ᴴ┼
ḏᴻḇ

ᴴ
᷿ḁḎḨ

᷿ḁḎḨ

ᴴ
ḏḘᶹḁ
᷿ḁḎḨ

ḕḋḐ
ḷᴻ᷄ ╓

᷿ḁḎḨ

ᴴתּ
ᴴ

᷿ḁḎḨ

J- LIS
ḎḴḷᴻ᷄
᷿ḁḎḨ

ᵰ
᷿ḁḎḨ

᷊ᴻḘᴴ
᷿ḁḎḨ ᴴ

᷿ḁḎḨ

֩ ᶍ ֪

ᵫ

ᵸᶪ᷿ḁḎḨ

DX
SaaS

ⱱ
᷊ᴻḛḁ

VRS

᷿ḁḎḨ

☿
᷿ḁḎḨ

᷿ḁḎḨ
ᴴ

᷿ḁḎḨ

20
טּ

凡טּ
例
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未定稿・取扱注意
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